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厚生労働省保険局医療課の林修一郎
課長は全日病が登録者限定で４月13日
～20日の期間に配信した「診療報酬改
定説明会」で、2026年度の診療報酬改
定について「入院に関する共通事項」
など大きく７つに分けて内容を解説し
た。今回の改定については、「病棟の
機能が発揮されるためにも個々の医療
機関がどういう機能を発揮して、どう
いう患者さんを診ることができるのか
が重要になってきている」と指摘した
上で、「医療機関の機能分化・連携と
いう視点で改定が行われている」と説
明した。「これまで、病棟ごとの基準
の分化により、１つの病院の中でもた
くさんの病棟の種類を持って機能分化
していくという方向になりがちだっ
た」と振り返り、「特定入院料の数も非
常に増えている」との認識を示す場面
もあった（２面にも関連記事）。

「入院に関する共通事項」は８つ
林課長は主に、①賃上げ・物価対応

②急性期・高度急性期入院医療③包括
期・慢性期入院医療④入院に関する共
通事項⑤外来医療の機能分化・強化等
⑥質の高い在宅医療・訪問看護の推進
⑦重点的な対応が求められる分野―の
７つに分けて概要などを説明。「入院
に関する共通事項」では、◇入院基本
料等の通則の見直し◇身体的拘束最小
化の取組の更なる推進◇入院時の食事
療養に係る見直し◇入院料に包括され
ない除外薬剤・注射薬の範囲の見直し
◇業務効率化・負担軽減等に向けた取
組の全体像◇短期滞在手術等基本料の
見直し◇入退院支援加算等の見直し◇
人口の少ない地域・医師偏在対策に係
る全体像―の８つをあげた。
「入院基本料等の通則の見直し」は

①入院診療計画書など院内で用いる文
書等に関する見直し②身体的拘束最小
化の実績等に係る基準の新設③入院中
の患者への家族等による面会に係る基
準の新設―の３点を列挙。

院内で用いる文書については、入院
期間が２日以内と見込まれる場合など
に患者に対して入院・加療に関する必
要な説明をしていれば診療計画書の作
成・交付を不要とする。林課長は「入
院翌日には退院するような方で退院も
決まっているような場合に、慌てて診
療計画書を書かなくてもよくなる」と
付言した。

文書の関連では、医療機関内で医師

らが患者と直接やりとりをして交付す
る文書に関して、説明日などが診療録
に記載してあれば署名を不要とする。
処方箋など医療機関外で使う文書につ
いては、真正性を確保する観点から引
き続き署名や発行日の記載を求める。

2026年度改定で新たに設ける「身体
的拘束最小化の実績等に係る基準」（実
績基準）については、2024年度改定で
新設の「身体的拘束最小化の体制に係
る基準」（体制基準）に上乗せする。体
制基準は満たしていない場合は入院基
本料等が40点減算となる。実績基準の
新設で、体制基準を満たしている場合
も実績基準を満たせない場合は同20点
の減算とする。体制基準を満たした上
で、実績基準を満たした場合は減算な
し（実績基準の詳細や経過措置などに
ついては、全日病ニュース４月１日号
３面を参照）。

面会の基準について入院基本料など
の通則と入退院支援加算に新たな規定
を設ける。林課長は、「感染症対策な
どのルール、理由はもちろんおありだ
ろうと思うが、過度に厳しくなってい
る傾向が見受けられる」との認識を示
し、「適切に見直していただき、必要
最低限になるようお願いしたい」と述
べた。

「特別食加算」の対象として、
「嚥下調整食」を追加

「入院時の食事療養に係る見直し」
は「特別食加算」で「嚥下調整食」を新
たに評価するとの内容。算定要件とし
て、食形態として安全性と食欲を促す
食感の両立を求めているほか、◇常食
と同等の盛り付け、味や香り、適切な
温度、栄養量への配慮◇定期的な多職
種によるミールラウンドで嚥下調整食
の必要性等を確認し、常食が適してい
る場合は、速やかに食事変更―なども
求める。施設基準として、◇毎日の検
食や定期的な多職種による試食会・カ
ンファレンスの実施◇一定の要件を満
たした実習を伴う研修を修了した当該
保険医療機関の管理栄養士が責任者を
務める―なども定める。林課長は「常
食を単純にミキサーで混ぜてドロっと
したものを出すだけでは対象にならな
い」と念押しした。

入院料に包括されない薬剤・注射薬
など範囲も見直し
「入院料に包括されない除外薬剤・

注射薬の範囲の見直し」としては、地
域包括医療病棟（地メディ）や地域包
括ケア病棟、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料などで包括だった◇血液
凝固因子障害等（血友病以外）の患者
に使用する医薬品◇生物学的製剤◇
JAK阻害剤（免疫・アレルギー疾患の
維持期の治療のために使用され、他剤
で代替不能な場合に限る）―などが出
来高算定できるようになる。一方、新
型コロナウイルス感染症を治療する抗
ウイルス剤は出来高算定から包括払い
へと変更する〈詳細は厚労省資料「06_
令和８年度診療報酬改定の概要　６．
入院（共通事項）」の11頁などを参照
https://www.mhlw.go.jp/content/�
12400000/001686052.pdf〉

事務の効率化で署名・押印など廃止
〝８月報告〟や「様式９」も見直し

「業務効率化・負担軽減等に向けた
取組」は、①見守り・記録・医療従事
者間の情報共有でICT機器などを活
用した看護業務効率化・負担軽減と併
せて看護要員の配置基準を柔軟化する
②生成AIやRPAなどを利用した場合
に医師事務作業補助者１人を最大で
1.3人として計算できるよう加算の要
件を見直す③やむを得ない事情で看護
要員が不足する場合に１日当たり勤務
の看護要員の数について１割以内の一
時的な変動を３カ月を超えない範囲で
変更の届出を不要とする―を柱とする

「診療報酬上求める基準の柔軟化」の
内容を改めて説明。（全日病ニュース
３月１日号３面も参照）。

施設基準などに関して毎年、地方厚
生局などに報告する〝８月報告〟の関
連では、他に代替方法がないものや診
療報酬改定に必要なものに限定すると
ともに、添付書類の省略など簡素化を
図る。

入院基本料などの施設基準を届け出
る際に看護要員の必要数や配置数を算
出するために使用する「様式９」につ
いては、勤務時間に算入できる範囲を
拡大する。具体的には、◇不測の事象
に対応するため病棟外で行った30分程
度の対応◇入院中の患者に付き添うな
ど病棟外で看護を行なった場合◇業務
の質の向上に必要として指示があった
研修の受講（月１時間まで）―を勤務
時間数に算入できる。

１日看護職員配置数などの計算
「小数点以下第２位切り上げ」に

「様式９」に関しては、◇１日平均
入院患者数◇１日看護職員配置数（必
要数）◇夜間看護補助者配置数（必要
数）などの計算を「小数点以下切り上
げ」から、「小数点以下第２位切り上げ」
に精緻化する。林課長は「これまで計
算の結果7.08人であれば８人が必要だ
ったが小数点以下第２位を切り上げる
方法に見直すので7.08人でも7.1人でよ
いということになる」と解説した。

勤務時間の関係では、「常勤」の医師
数や医師事務作業補助者数を計算する
際の内容を見直し「７時間45分×週４
日＝計31時間以上」にする。一方、常
勤職員１名を算出する際の計算式では、

「常勤１名＝32時間」を維持するため、
注意が必要だ。

５月７日～受付開始６月１日必着
オンライン申請手続きの活用促す

2026年度改定に関する手続きについ
て林課長は、施設基準などの届出を５
月７日（木）から受付開始し、６月１
日（月）までに必着となるよう求める
と説明した。

また、オンライン申請できる「保険
医療機関等電子申請・届出等システム」
の利用方法などを解説する動画の存在
も案内。動画共有サイト「YouTube」
上に格納した再生リスト（計５本の動
画）のURLなども示し、積極的な活用
を促した。

再生リストのURL：
https://www.youtube.com/playlist?lis
t=PLMG33RKISnWgSb6dLP4zmNro
pige5BoOp

機能分化・連携「病棟ごとから、病院ごとへ」
「入院に関する共通事項」など解説、厚労省・林医療課長

全日病 診療報酬説明会の概要

今こそ求められる主体性をもった
「報連相」

本協会の第14回若手経営者の会で工
藤勇一先生のご講演「日本社会の問題
は、学校教育の問題そのもの－主体性
と当事者性なくして、組織改革なし－」
は、素晴らしい内容でした。従来の我

が国で徹底されてきた「決められた正
解」のみを目指す自立性を求める教育
だけでは均一な“いい子”が育つだけ。
正解が直ちに得られなくても、自ら問
い、自らが軌道修正しながら行動する

「主体性」を伸ばす教育が必要だと述
べられ、これは職員の意識改革にも活
かせることです。

私事で恐縮ですが、私の子どもは３
年前にニュージーランド（NZ）に移住
して小・中学校に通っていますが、南
太平洋の小国NZも幼児教育から「主

体性」に重きを置いた教育をする理由
が理解できました。

リソースが限られた中小病院では
「主体性のある報連相」による最高の
バトンタッチが、患者さまの安全・安
心や組織成長を強固にします。それ
を飛び越して、ただ焦ってDXや生成
AIを導入して、さらに過信した運用
には不安を感じます。

日進月歩の生成AIも所詮、演算の
結果であり人の心を決して超えません。
日々の主体性のある報連相の積み重ね

こそがチーム全員で最善の判断を導き、
健全な組織の存続の基盤になると思い
ます。それらが醸成された「主体性が
育まれた組織」においてのみ、DXや
生成AIが現場の課題解決を支援しま
す。

これからは先進技術を活用して組織
の質を向上させていくしかない時代だ
からこそ、経営者を含む全従業員がコ
ミュニケーションの大前提である主体
性をもった「報連相」を大切にしたい
と思います。� （江口有一郎）
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全日病の津留英智常任理事（全日病
医療保険・診療報酬委員会委員長）は
診療報酬説明会で、個人的な意見と前
置きした上で2026年度の診療報酬改定
について「メリハリ改定」と表現。理
由は、「病院と診療所の財源配分のメ
リハリもあり、急性期機能と包括期機
能を分化するというメリハリもある」
と説明した。

また、「地域包括医療病棟入院料」で
ケアミックスの場合が低く評価されて
いる点に注目し、「地域で限られた医
療資源を駆使して医療のさまざまなニ
ーズに応えるべくケアミックス化し、
多様な患者さんを受け入れ、むしろ効
率化を図っている」との見解を表明。

「医療機関機能を明確に分けることで、
患者さんの利便性を低下させ、効率性
を悪くして、医療の質を下げる場合も
あるのではないかと懸念している」と
の考えを示した。地域包括医療病棟（地
メディ）については、高齢者急性期医
療の受け皿として再設計がなされてい
るとの見方も示した。

津留常任理事は主に、地メディと回
復期リハビリテーション病棟（回リハ）

の入院料についてそれぞれ解説。地メ
ディについては、「最低点数でも3066
点で、改定前の3050点と比べても引き
上げ幅が大きい」と評価。機能・患者
構成に応じた選別を強化しているとの
見方を示した。

地メディの施設基準や要件に関する
注目点としては、「重症度、医療・看
護必要度」が「A２点以上またはC１点
以上」に変更となり、必要度割合１が
19%以上、同２で18%以上になった点
をあげた。平均在院日数については、
１日短縮されたものの、85歳以上の患
者割合が増加するごとに１日延長され
る設定となっている点に注目を促し、

「高齢者増加に対する調整が明確だ」
と述べた。

ケアミックスについては地メディの
「入院料１」では一般病棟入院基本料
とのケアミックスが不可であり、「入
院料２」では経過措置が設けられてい
るものの急性期総合体制加算などとの
併算定が不可である点を取り上げ、「病
院内での機能混在を抑制する強いメッ
セージではないか」と指摘した。

このほか、「これまで病院が軽症か

つ高収益患者を集める誘因が存在して
いた」との見方を示し、「緊急入院」と

「手術の有無」で地メディの入院料を
４分類に分けた手法について「患者構
成の歪みを是正する目的だろう」との
見方も示した。

回リハは実績指数の厳格化
「評価もハードルも上がった」

回リハの入院料については、点数が
全体的に引き上がったのと同時にアウ
トカム評価としての「実績指数」が厳
格化されたことを総じて「評価も、達
成のハードルも引き上がった」との認
識を示した。

実績指数の厳格化に関しては、「除
外で調整する余地を大幅に縮小してい
る」と解説。注目点としては、◇80歳
以上の除外不可◇FIM低値と高単位
リハの重症患者が除外不可◇認知項目
が24点から14点への引下げ◇除外患者
割合が30%から20%への縮小―をあげ
た。

アウトカム評価の基準としても「基
準未達ラインが27点から30点へ引き上
がっている」と指摘し、「成果に対する

要求が明確に強化されている」との認
識を示した。

一方、FIM運動項目のうち移動に
関する「歩行・車椅子」とセルフケア
に関する「トイレ動作」について、「５
点以下」から「６点以上」へ改善した場
合にFIM利得で１点を加算できる見
直しに言及。「ボーナスポイントとし
ての設計が見て取れる」と述べ「社会
復帰に直結する変化を評価している」
と解説した。

2028年度改定へ
「高齢者の包括化評価、要検討」

2028年度改定に向けは、高齢者のマ
ルチモビディティに対する包括評価を
検討すべきと提言した。

津留常任理事は、高齢患者の特徴に
ついて◇複数疾患の同時進行◇医療＋
介護ニーズが混在◇看護負荷が個別に
大きく変動―をあげ、「医療資源投入
量が同じでも負荷はまったく異なる」
と説明。次期改定に向けて「介護必要
度の組み込み」「看護負荷の定量化」な
どを含む包括評価の再設計を論点にす
べきと主張した。

全日病の医療保険・診療報酬委員会
で副委員長を務める同愛知県支部の太
田圭洋支部長（日本医療法人協会副会
長）は2026年度の診療報酬改定につい
て、「急性期機能を担う病院に対する
明確な問い」と位置づけた。中医協委
員も務める同氏は、急性期医療の機能
分化と集約化を一層進める設計が明確
に打ち出されたと指摘。「自院が地域
の中でどの機能を担うのか、あるいは
機能転換を含めてどのように再編に向
き合うのかという経営判断を迫る改
定」と表した。

目玉として「急性期病院A一般入院
基本料」「同B」の新設をあげ、「従来の
入院料体系に加え、医療機関単位で急
性期機能を評価する枠組みが導入され
た」と説明。要件となっている救急搬
送件数や全身麻酔手術の件数といった

実績要件を軸に、「急性期機能を担う
病院の選別と役割分担が制度的に誘導
されている」との見方を示した。

「急性期総合体制加算」の新設は
「急性期拠点の病院への集中投資」

急性期医療に関する2026年度改定の
目玉として「総合入院体制加算」と「急
性期充実体制加算」を統合した「急性
期総合体制加算」の新設を取り上げ、

「地域の拠点病院に対する重点的な財
源配分として象徴的だ」と評した。同
加算の算定には厳格な要件を課す一方、
高い点数設定となっていることから、

「新たな地域医療構想における中核的
急性期機能を担う病院への集中的な投
資の性格が強いだろう」との見方を示
した。

重症度、医療・看護必要度の見直し
「内科系診療への配慮として大きい」

「重症度、医療・看護必要度」の見
直しについては、「内科系診療への配
慮として大きい」と評価。注目点とし
ては、◇A・C項目の拡充◇救急搬送
の実績を反映する仕組みの導入―をあ
げた。「過度な競争を抑制しつつ評価
を調整する設計となっている」との認
識も示しつつ、地域包括医療病棟（地
メディ）においては必要度の基準が相
対的に緩和されているとも指摘。「急
性期との機能の差をより明確にする方
向が示された」と解説した。

小規模の急性期病院に対し、
「機能転換を促す圧力が強い」

ICUやHCUの要件厳格化にも触れ、
特にDPCにおける基礎係数の見直し

として実行する標準病院群の細分化に
ついて、「病院の機能に応じた評価の
再編を加速させる措置」との認識を示
した。DPCでは、救急車等による入
院や全麻手術件数の実績などにより係
数区分が分かれている。太田氏は、「小
規模の急性期病院に対して機能の転換
を促す圧力が強まっている」との見方
を示し、自院の方向性を検討すべきと
の考えも示した。働き手不足への対応
として新設する、「看護・多職種協働
加算」やICT、AIなどを活用して人員
配置基準を柔軟化する内容に対する注
目も促した。

医師事務作業補助者については、
ICT等を活用した場合に最大で１名を
1.3人として換算できる見直しに言及。

「生産性向上を診療報酬に組み込む試
みが進んでいる」と解説した。

救急医療については、「24時間体制
で対応する医療機関は増収が見込め
る」と解説。下り搬送の受け手側に点
数が新設されたことを受け「地域での
役割分担を後押しする」と評価した。

全日病の医療保険・診療報酬委員会
で委員を務める一般社団法人横浜メデ
ィカルグループ顧問の西本育夫氏は医
療機関における賃上げ対応を巡り、
2025年度の補正予算による補助金と診

療報酬上の「ベースアップ評価料」を
切り分けて理解する必要性を強調した。

補正予算による賃上げ支援は病床数
に応じた定額給付であり、一時金の活
用などによる月次の賃上げ水準を調整

できる短期的措置。一方、「ベースア
ップ評価料」は賃金改善算定基礎額に
基づき継続的な賃上げを評価する仕組
みで、補助金による賃金改善分は算定
基礎に含めないと整理されている。

西本氏は、「この違いを踏まえず両
者を一体で捉えると、返還要件や減算
規定の誤解を招き、賃上げ設計や届出
判断を誤るリスクがある」と指摘。制
度ごとの役割を踏まえて運用するよう
注意を促した。

津留常任理事、ケアミックスの評価で懸念
「今回はメリハリ改定」「地メディは高齢者救急の受け皿」

全日病 診療報酬説明会の概要

医療保険・診療報酬委員会の太田副委員長
「急性期機能を担う病院に対する明確な問い」

全日病 診療報酬説明会の概要

医療保険・診療報酬委員の西本氏が注意喚起
2025年度補正の補助金とベースアップ評価料は別

全日病 診療報酬説明会の概要

日本の物価上昇率は2022年に2.3%
と41年振りの水準を記録した以降も、
昨年まで毎年2.5%～3.1%の上昇を続
けている。病院の経営が厳しくなった
のも当然である。今回の診療報酬改定
で本体3.09%（薬価の0.87%引き下げ
を加えるとネット2.22%）の引き上げ
となり30年振りの高水準となったが、
少なくとも物価上昇への対応は４年遅
れている。

一方、厚生労働省の「民間主要企業

春闘賃上げ要求妥結状況」を見ると、
2024年は33年ぶりの平均5.33%と高水
準であり、2025年も平均5.52%となっ
ている。こちらは前回の診療報酬改定
ですでにベースアップ評価料として組
み込まれている。しかし診療報酬によ
る年５%の賃上げは多くの医療機関に
おいて不可能と思われる。

物価上昇への対応が不十分でカネが
足りないので、十分な賃金を職員に支
払えずヒトが足りなくなる。ヒトが足

りなくなると、人材派遣業者に高額な
料金を支払ったり業務を縮小したりし
てカネがまた足りなくなるという負の
スパイラルに陥ってしまう。政府は病
院が潰れることを容認しているように
も思える。病床削減支援１床410万円
は、経営強化と銘打ちながら「今まで
ご苦労様でした」と言われているよう
でもある。

ここで想起されるのが、銀行再編の
歴史である。バブル崩壊後の不良債権
処理と金融ビッグバン（規制緩和）を
トリガーに1990年代から2000年代初頭
にかけて13行あった都市銀行は４大メ
ガバンクに集約され、地方銀行・第二

地銀の再編は今も進行中である。この
成功体験をもってすれば多少の民間病
院が潰れても再編・集約化が進めば政
府は満足であろうし、地域の病院がな
くなることはゴールに向かう途中のさ
さいなトラブルに過ぎないと考えてい
るかもしれない。病院の働き手不足に
ついては、より生産性の高い成長分野
への労働者の振り分けが望ましいと考
えているのかもしれない。

今こそ私たちは病院団体として国民
の理解を得るよう努力しなければなら
ないし、そのためには積極的な情報発
信の継続が必要であろう。

� （T. B.）

国民の理解を得るための努力が必要
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厚生労働省は４月１日付で2026年度
の診療報酬改定に関する「疑義解釈（そ
の２）と題する事務連絡を発出した。
表紙を除く中身は全90頁に及び、医科
点数関連では計145問、DPC関連では
15項目の計174問に、それぞれ回答した。

なお、同事務連絡の発出に伴って前
日３月31日付の「疑義解釈資料の送付
について（その２）」は廃止した。

回リハ関連は加算含め計 11 問に回答

「回復期リハビリテーション病棟入
院料」の関連では「回復期リハビリテ
ーション強化体制加算」に対する疑義
を含め計11問に回答した。

３月５日に発出した「基本診療料の
施設基準等及びその届出に関する手続
きの取扱いについて」（基本診療料の取
扱い）で示した回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料に関する通則のうち、
高次脳機能障害の患者に適したサービ
スの情報を把握できる体制に関する

「第11の１の（13）のウ」で規定する「介
護保険によるリハビリテーション」に
ついては、介護保険施設で、医師、理
学療法士、作業療法士または言語聴覚
士による高次脳機能障害者に適したリ
ハビリテーションのほか、介護保険に
よる◇訪問リハビリテーション◇通所
リハビリテーション◇介護予防訪問リ
ハビリテーション◇介護予防通所リハ
ビリテーション―が該当する。

同じく「別添４の第11の１の（13）の
ウ」において「当該患者又はその家族
等退院後に患者の看護に当たる者の同
意が得られた場合は、利用を予定して
いる保険医療機関、当該生活介護等を
提供する事業所又は施設、指定障害児
通所支援事業所又は指定障害児入所施
設等に対して、３月以内に作成したリ
ハビリテーション総合実施計画書等を
文書により提供できる体制を整備」と
示した内容のうち、「利用を予定して
いる」の部分について、単に受診する
予定やケアプラン作成の予定は含まな
いと示した。医療保険や介護保険、障
害福祉サービスによるリハビリテーシ
ョンを利用する場合のみを指す。

３月５日付発出の「診療報酬の算定
方法の一部改正に伴う実施上の留意事
項について」（留意事項通知）における

「A308回復期リハビリテーション病棟
入院料」の「（13）のイの①」で示した

「FIM運動項目のうち、『歩行・車椅子』
及び『トイレ動作』については、得点
が入棟時又は入室時に５点以下、かつ
退棟時又は退室時に６点以上だった場
合は、それぞれの項目の得点の当該控
除したものに１点を加える」の部分に
ついては、「歩行・車椅子」も「トイレ
動作」も「入棟時又は入室時に５点以
下、かつ、退棟時又は退室時に６点以
上だった場合」であればそれぞれに１
点ずつ加えると説明。どちらか１項目
の得点のみが「入棟時又は入室時に５
点以下、かつ、退棟時又は退室時に６
点以上」の場合は、「退棟時又は退室時
のFIM運動項目の得点から、入棟時
又は入室時のFIM運動項目の得点を
控除したものに１点を加える」との運
用を示した。

基本診療料の施設基準等別表第九第
一号に規定する「高次脳機能障害と診
断された患者」に関しては、基本診療
料の施設基準等別表第九に標準的算定
日数が180日となる対象として示され
ている「高次脳機能障害を伴った重症
脳血管障害」のみでなく、高次脳機能

障害を伴った頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、
急性脳症も含まれるとの解釈も示した。

リハビリテーション実績指数の計算、 
除外対象などについても解説

2026年度改定で見直したリハビリテ
ーション実績指数の計算方法などにつ
いても解説。リハビリテーション実績
指数の計算の除外対象と除外割合につ
いては、「入棟時の基準が適用される
ため、それぞれ令和８年５月31日まで
に入棟又は入室した患者の入棟又は入
室月においては、令和８年度診療報酬
改定前の基準を用いてよい」との運用
を示した。また、「入棟時のFIM運動
項目の得点が20点以下で、退棟又は退
室までの疾患別リハビリテーション料
の１日あたり平均実施単位数が６単位
を超えた場合」については、「除外患者
とできなくなる取り扱いは、令和８年
５月31日までに入棟又は入室した患者
については、同年６月１日以降に退棟
又は退室した場合であっても適用しな
くてよい」とする。さらに、FIM運動
項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイ
レ動作」が入棟時５点以下から退棟時
６点以上に上昇したものの場合に各項
目につき１点加点する計算方法につい
ては、「リハビリテーション実績指数
を令和８年７月以降に算出する場合に
は、算出対象となる期間の全ての患者
に適用して差し支えない」と解説した。
「回復期リハビリテーション強化体

制加算」の届出に関しては、「リハビリ
テーション実績指数の算出月以外であ
っても、届出を行う前月までの６か月
間を算出期間としたリハビリテーショ
ン実績指数を算出した上で届け出るこ
とができる」と説明。対象期間の全て
の患者について、2026年度改定後の基
準で実績指数を計算する。

算出期間に退院した患者が入棟した
月については、実績指数の算出から除
外した入棟患者のうち、◇改定後の除
外対象の要件を満たさない患者◇除外
患者の割合が100分の20を超える場合
は、改定後の除外対象の要件を満たす
患者―を算出対象に加えて、「各月の
除外患者の割合が100分の20を超えな
いようにする」よう求める。入棟時に
除外対象とした患者であっても、退院
後に実績指数の算出対象に加えること
ができる。

退院前訪問指導の実施に係る施設基
準については、実施した実績により届
け出ることを求める。
「回復期リハビリテーション強化体

制加算」の施設基準のうち、自宅退院
患者に対する退院前訪問指導の実施割
合の算出に当たっては、３月５日付の

「留意事項通知」における「B007退院前
訪問指導料の（２）」に基づき、１人の
患者に入院後早期と退院前の２回の訪
問指導を行った場合も、分子となる患
者数は「１人」で算出するとの運用を
示した。

また同施設基準のうち、退院前訪問
指導の実施割合の計算対象となる「直
近６か月間に自宅へ退院した患者」に
おける「自宅」については、患者の自
宅に加え、「高齢者の居住の安定確保
に関する法律」に規定する「サービス
付き高齢者向け住宅」を含むと説明。

「障害者総合支援法」で規定する障害
福祉サービスの施設や事業所、福祉ホ
ームは含まないと説明した。

同施設基準のうち、退院前訪問指導
の実施割合を算出する際、同一医療機

関内の他病棟で退院前訪問指導を実施
した後に回リハ病棟へ転棟し自宅に退
院した患者については、分子に含めて
計算できると解説した。

早期リハビリテーション加算の算定 
３パターンで起算日の考え方を例示

リハの関連では、2026年度改定で起
算日の要件などが変わった「早期リハ
ビリテーション加算」については、
2026年５月31日以前に早期リハビリテ
ーション加算を既に算定している患者
は、改定後も起算日を変更しないとの
運用。同６月１日以降の算定期間は起
算日から14日間となるため、６月１日
時点で15日目以降であった場合は、６
月１日以降は当該加算を算定すること
はできないと説明した。

６月１日時点で「早期リハビリテー
ション加算」の算定を開始していない
場合は、改定後の基準により入院日が
起算日になると付言した上で、以下の
通り３種類の具体例も示した。

①５月中に「早期リハビリテーション
加算」の算定が開始され、６月１日
時点で起算日から14日以内である
場合
	［例］令和８年５月21日に慢性心不
全の急性増悪を生じ、自宅療養した
が改善しないため５月29日に入院
し治療開始、同31日から心大血管
疾患リハビリテーション料及び「早
期リハビリテーション加算」の算定
を開始した患者
	〈答〉改定前後で起算日が異なる場
合であっても、改定前の起算日に基
づき、改定後に引き続いて起算日か
ら14日目までが算定可能な期間と
なる。例示の場合は、改定前の基準
に基づき、急性増悪を生じた日から
７日目の日と治療開始日とを比較し
て、早い方の５月27日を起算日と
し、５月31日までは改定前の「早期
リハビリテーション加算」として25
点が算定可。６月１日以降も起算日
を変更せず、６月１日から９日まで
は改定後の「早期リハビリテーショ
ン加算」（４日目以降14日以内）とし
て１単位につき25点が算定可。
②５月中に「早期リハビリテーション
加算」の算定が開始され、６月１日
時点で起算日から15日目以降であ
る場合
	［例］令和８年５月４日に慢性心不
全の急性増悪を生じ、自宅療養した
が改善しないため５月12日に入院
し治療開始、５月14日から心大血
管疾患等リハビリテーション料及び
「早期リハビリテーション加算」の
算定を開始した患者
	〈答〉改定前の起算日に基づき、６
月１日時点で起算日から15日目以
降である場合には、６月１日以降は
「早期リハビリテーション加算」を
算定できない。例示の場合は、急性
増悪を生じた日から７日目の日と治
療開始日とを比較して、早い方の５
月10日を起算日として、５月31日
までは改定前の「早期リハビリテー
ション加算」として25点が算定可。
６月１日以降は、起算日は５月10
日であり、既に起算日から23日目
であり14日間を超えているため「早
期リハビリテーション加算」は算定
できない。
③６月１日時点で「早期リハビリテー
ション加算」の算定を開始しておら

ず、改定前の基準と改定後の基準で
起算日が異なる場合
	［例］令和８年５月23日に慢性心不
全の急性増悪を生じ、自宅療養した
が改善しないため５月31日に入院
し治療開始、６月２日より心大血管
疾患リハビリテーション料及び「早
期リハビリテーション加算」の算定
を開始した患者
	〈答〉６月１日時点で「早期リハビリ
テーション加算」の算定を開始して
いない場合は、改定後の基準により
入院日を起算日として算定可。例示
の場合は、改定後の基準に基づき、
入院日である５月31日を起算日と
して、疾患別リハビリテーションを
開始した６月２日から起算日の14
日目にあたる６月13日まで、「早期
リハビリテーション加算」として１
単位につき６月２日は60点（１日目
から３日目まで）、６月３日から13
日は25点（４日目以降14日以内）が
算定可。

リハの関連では、３月５日付の「留
意事項通知」における「第７部通則の
４の４」にある「情報通信機器等を用
いる場合を含む」について、医師の指
示を受けた理学療法士などが説明する
場合にも「情報通信機器等」を用いて
よいとの運用を示した。
「リハビリテーション総合計画評価

料」の関連では、リハビリテーション
総合実施計画書を作成し、計画書に基
づくリハビリテーションについて2026
年度改定の「疑義解釈その１」で、「効
果、実施方法などについて多職種が共
同して評価を行った時点で算定が可
能」との部分に対し、「リハビリテーシ
ョン総合実施計画書の作成と多職種に
よる評価を行った月が異なる場合は、
評価を行った月に算定すればよい」と
解説した。

リハビリテーション実施計画書の関
係では、医師が他の職種による説明が
可能と判断した症例について、「当該
医師が文書又は口頭で、計画書の内容
を医師以外が行ってよい旨の指示を行
う」よう求めた。当該指示について「必
ずしも診療録への記載は要しない」と
の運用も示した。

看護職員の処遇改善評価料や 
ベースアップ評価料の関連は計７問

看護職員に関係する「看護職員処遇
改善評価料」やベースアップ評価料で
派遣社員を対象にできる場合の要件に
ついては、以下の通り列挙した。

§	 派遣元と相談・協力した上で、当該
保険医療機関に勤務する職員と同程
度以上の賃金改善を行う。

§	 区分計算に当たって、当該派遣職員
についても対象職員に含めて計算を
行う。「月額賃金総額」の算出に当た
って、原則として派遣元から派遣職
員の賃金に関する情報提供を受け、
派遣元に支払う費用を月額賃金とし
て記載できない。

§	 派遣職員の賃金改善を実施した実績
については、「賃金改善実績報告書」
及び「賃金改善中間報告書」に当該
派遣職員を含めて作成、提出する。
派遣元から実際の賃金の改善額等に
ついて報告書の記載に必要な情報提
供を受ける。

なお、業務委託職員は対象外。

全90頁で医科点数関連は計145問に回答、リハ関連が充実
「疑義解釈その２」を発出、2026年度診療報酬改定で

厚労省
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現職の衆議院議員である全日病の安
藤高夫副会長（医療法人社団永生会南
多摩病院理事長）は「全日病ニュース」
のインタビューに応じ、2040年を見据
える「新たな地域医療構想」の策定・
実現に向けて、「公的か民間かを問わ
ずに病院がイコールフッティングで競
争できるような規制改革や制度設計を
含む環境整備を推進したい」と語った。
2026年度の診療報酬改定については、

「〝なんちゃって急性期〟や〝なんちゃ
って在宅医療〟を是正するような内容
が見てとれる」との認識を示し、「アウ
トカム評価を含む実績が重んじられる
時代になった。努力していないと続け
られなくなる」との見方も示した（以
下、敬称略。３月30日にインタビュー）。

病院団体として訴える力が出てきた 
「地元での調整・情報提供も効果」

――この度は、見事に衆議院選挙で再
選を果たされました。改めておめでと
うございます。また、全日病の副会長
にも就任ということで、重ねてお祝い
申し上げます。今、率直にどのような
お気持ちでしょうか。
安藤　身の引き締まる思いです。まだ
まだ小者の国会議員なので、地道に１
つずつ成果や実績を積み上げていきた
い…と言いたいところですが、そんな
悠長に構えられるような状況ではあり
ません。
――ご自身では「まだまだ」と表現さ
れましたが、全日病の神野会長は
2025年度補正予算の増額と改定率
3.09%の立役者と評され、感謝され
ていました（全日病ニュース４月15
日号を参照）。改定率が決まる前、二
度にわたって片山さつき財務大臣と四
病協の代表者らの面会を実現・同席さ
れるなど、取材する立場としても安藤
先生のご活躍が目立っていると感じて
いました。
安藤　ありがとうございます。そう言
っていただけると嬉しい限りです。医
療関係の領域では、ある程度の知名度
はあるのかもしれませんが、「国会議
員」としてはまだまだだと感じる場面
が多々あります。医療機関への支援を
継続できるよう、引き続き気を引き締
めて国政に邁進していきます。
　また、補正予算において当初議論さ
れていた水準からの増額や30年ぶりの
大台に乗った診療報酬改定も、当然な
がら私だけの力ではありません。長年
の地道な取組みが実を結んできており、
病院団体として必要な施策を訴える力
が出てきています。全日病について言
えば、会員の先生方が地元の国会議員
などと積極的に交流されており、デー
タに基づく情報提供などを進めていら
っしゃる効果も間違いなくあります。
昨年末の政府予算案編成に向けて、い
ろいろな国会議員からも病院経営の危
機的な状況について心配の声が上がっ

ていたのが証拠でしょう。全体的に良
い方向に進んでいると思っています。

すぐに〝骨太〟の議論が始まる 
「悠長に構える状況ではない」

――大型の補正予算が組まれ、診療報
酬も30年ぶりの改定率が実現します。
ただし物価や賃金がこれまで上昇し続
けていた蓄積を考えると、決して十分
な状況とは言えませんよね。
安藤　おっしゃる通りですね。補正予
算では「病床数の適正化に対する支援」
3490億円を含む「医療・介護等支援パ
ッケージ」として１兆3649億円を確保
し、2026年度診療報酬改定の本体改定
率が3.09%という30年ぶりの大台に乗
りましたが、物価・賃金の上昇は続い
ています。ご指摘の通り、これまでの
蓄積もある。ここにきて、中東の情勢
からも目が離せなくなってしまいまし
た。病院経営にとって危機が去ったわ
けではありません。2026年度の診療報
酬改定を実施する６月には、政府が「経
済財政運営と改革の基本方針」（骨太方
針）を取りまとめます。医療機関への
支援に関する考え方を、いかに骨太方
針に反映させるのかが大事です。また
すぐに議論は始まります。
――骨太方針の議論に、診療報酬改定
の結果を反映できないのは、残念な気
がします。
安藤　正直に言えばそうですね。ただ
し、できることはあると思っています。
私の病院でもそうですが、2026年度改
定の影響を見るためのシミュレーショ
ン結果などが出てくるでしょうから、
データに基づいて議論の席にはつける
と思っています。
――2026年度改定を巡る議論にお
いても、先生のシミュレーションが後
押しとなったというような話は聞こえ
てきています。
安藤　そうですね、「病院を救うため
に求められる診療報酬改定率のシミュ
レーション」として、◇民間病院の救
済に必要な最低ライン◇民間・公的（日
赤、済生会、JCHO、JA厚生連労災等）
病院の経営維持に必要なライン◇公
立・公的・民間すべての医療機関を維
持するために必要なライン―を出して、

「特に民間の救急病院は平均を大きく
下回る赤字経営を強いられているため、
少なくとも４〜５%の改定率が不可欠
だ」と説明して回りました。診療報酬
改定率も1.0～6.5%まで0.5ポイント刻
みで細かく試算を出して説明しました
が、2024年度のデータに基づいていた
ので、2025年度はさらなる物価高騰や
賃金の上昇により病院経営が圧迫され
ている状況も付言しました。
――かなり細かな試算で説明されてい
たのですね。
安藤　財務省側がかなり厳しい数字を
示してきていたので、理解を求めるの
に必死でした。最終的には総理にも電
話しましたが、実質的に可能な水準に
落ち着いたという感じですね。
――政府が年央にも取りまとめるであ
ろう骨太方針に向けても、データに基
づく訴えが響きそうですね。
安藤　理論武装の細部を詰めるのはこ
れからですが、重要なのは「ベースア
ップ評価料」の部分でしょう。いただ
いた分をそのまま職員の給料としてお
支払いしなければならないので、病院
の経営原資にはなりません。医療関係
者以外は、「改定率が30年ぶりの大台
に乗って良かったね」という雰囲気か

もしれませんが、賃金とこれまでの物
価上昇分への対応くらいで消えてしま
うとも言える。医療機関への支援とい
う意味では、改定率から「ベースアッ
プ評価料」の分を差し引いて議論すべ
きでしょう。特に、深刻さが増してき
ている病院の建て替えの問題を考えて
も、災害時などにおけるサージ・キャ
パシティの観点でも、病院に赤字経営
を強いるような状況は、地域医療提供
体制が盤石とは言えず、地域住民にと
っても不幸です。
　うちの病院も築50年くらいの建物が
あって本当は建て替えたいんですが、
建築費がかつての５倍くらいに跳ね上
がっていて、とてもじゃないけれど全
面的な建て替えは無理な状況になって
しまっていますよ。
――神野会長も就任以来、病院の建て
替えを支援するための「医療施設近代
化施設整備事業」を復活させるべきと
訴えていらっしゃいます。
安藤　問題意識は同じです。病院の建
て替えや大規模な改修は築30～40年
程度が目安です。国会（2025年11月19
日の厚生労働委員会）で質問したとこ
ろ、「医療施設近代化施設整備事業」と
同様の内容を「地域医療介護総合確保
基金」（総合確保基金）でも実施可能と
の整理で「一般病棟及び療養病棟の整
備に関する事業」を廃止して統合した
という説明でした。
　総合確保基金は、国と都道府県の持
ち出しになるので、都道府県の財政も
影響して、実施率にかなりのバラつき
があります。病院の建て替えという大
規模な事業を実施するのは相当な困難
を伴うでしょう。また、「あの県では
やっているのに、なんでうちではでき
ないんだ」というような不公平感も問
題になっています。都道府県行政の裁
量に依るところが大きく、改善すべき
余地が、かなりあると思っています。

2026 年度改定は 4.8% 程度の増収か

――2026年度改定については、官報
告示を経て疑義解釈が出始めている状
況ですが、現状はどのような評価でし
ょうか。
安藤　すごく大雑把な試算の域を出ま
せんが、全体的に4.8%程度の増収に
なる可能性がある改定です。当法人の
シミュレーションにおいて、急性期病
院全体では6.7%程度の増収となる可
能性があります。内訳は、入院が6.9%
程度、外来は救急外来の影響もあり
6.5%程度。ケアミックス病院全体で
は3.0%程度、「急性期一般入院基本料
４」は1.7%程度、「地域包括ケア病棟」
は4.3%程度。「回復期リハビリテーシ
ョン病棟」は3.2%程度、慢性期は3.4%
程度などなど。ただし、繰り返しにな
りますが、短期的な増収にぬか喜びは
できません。これまでの蓄積があるし、
物価や賃金の上昇は続いています。賃
金の上昇に関して言えば、民間企業は
2026年の春闘でさらに上がっており、
人材の奪い合い・流出が始まっていま
す。病院が人手不足に陥ってしまえば
医療サービスは成立しません。概算の
収入からは見えにくいかもしれません
が、危機的な状況に変わりありません。
　一方、グループ内の診療所は0.43%
程度の増収見込みで、かなり厳しい。
在宅医療中心のクリニックも運営して
いますが、緊急の往診や看取りなどを
実施した場合に算定できる「在宅医療
充実加算」が想定通りであれば6.3%程

度の増収になる見込みですが、想定通
りに算定できなければ－2.5%にまで
落ち込みます。個人的な感想ですが、

〝なんちゃって急性期〟や〝なんちゃっ
て在宅医療〟を是正するような改定だ
と思います。アウトカム評価を含む実
績が重んじられる時代になった。努力
していないと続けられなくなるような
内容が目白押しとなっており、加算の
要件などをきめ細かく把握した上で、
当然だが、患者さんのためになる医療
を提供し続けなければならないよう設
計されていると感じます。

新たな地域医療構想 
「区域や医療機関の再編が進む」

――2040年を見据えて策定する「新
たな地域医療構想」の関連でもお考え
をお聞かせください。全日病からは猪
口正孝副会長が構成員の「地域医療構
想及び医療計画等に関する検討会」が
報告書を取りまとめました。
安藤　これからガイドラインに基づく
議論が始まると思いますが、まずは「構
想区域」をどうするかが大事ですね。
現在の構想区域は、原則として二次医
療圏と同じ範囲に設定されていますが、
改正医療法により、今後は構想区域が
二次医療圏の上位概念になります。今
後の人口動態を踏まえた構想区域の再
設定が各地で進むのではないでしょう
か。
　もう１つ、構想区域ごとの「医療機
関機能」の関連では、再編や合併が進
むのではないでしょうか。既に、自治
体病院の合併など公立病院の統廃合が
出始めています。個人的には、公立病
院などに総務省から年間8000億円程度
も補助金が配られるような状況は改め
ないといけないと考えています。
――さきほど言及された病院の建て替
えも含めて、限られた財源を有効活用
する意味でも、〝必要な病院〟への支援
が欠かせませんね。
安藤　その通りです。データ的に見て
も民間病院の方が経営力が強く、公平
に、イコールフッティングの考え方で
競争環境を整備すべきではないでしょ
うか。今後の感染症対策や小児・周産
期医療も含めた政策医療も、〝落札形
式〟を導入するなど、規制改革が必要
だと考えています。
　加えて、地域医療構想を実現させる
ためのマンパワーに関する議論が欠け
ているとも感じています。2025年まで
の地域医療構想を策定する際に議論し
た社会保障制度改革国民会議には神野
会長が委員としてご出席されていまし
たが、需要と供給のシミュレーション
として、「現状投影シナリオ」と３つの

「改革シナリオ」に基づく「マンパワー
の必要量シミュレーション」も試算し
ていました。「新たな地域医療構想」で
も同様の検討が必要だと考えています。

� （了）

2026年度改定は〝なんちゃって〟を是正するような内容
病院のイコールフッティングを推進したい

全日病・安藤副会長
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厚生労働省保険局医療課保険医療企
画調査室の吉田拓野室長は４月８日、

「中医協総会」（城山英明会長）で、医
療機関の消費税問題について「我々と
しても議論したい、議論する必要があ
ると思っている」との考えを表明し、
準備を進めるとの方針を示した。課題
としては、「（医療機関間の）横のバラ
つきだけではなく、同一医療機関にお
いて時系列での投資をした時期、投資
をしていない時期といったバラつきも
ある」との認識を示し、「縦横という観
点で、どう考えるかといったことを考
えなければならない」などと述べた。
日本医療法人協会副会長であり全日病
の愛知県支部長も務める太田圭洋委員
の質問に答えた。

既に全日病・須田常任理事が訴え
「課税化に向け、検討を」

〝医療の非課税問題〟については、
2025年11月28日に中医協・診療報酬調
査専門組織の「医療機関等における消
費税負担に関する分科会」（飯塚敏晃分
科会長、消費税分科会）で、委員を務
める全日病の須田雅人常任理事が、全
日病を含む四病院団体協議会の総意と
して課税化に向けた検討を要望してお
り、〝医療の非課税〟による病院負担の
軽減に向けた検討が進む可能性が出て
きた（消費税分科会での議論について

は全日病ニュース１月１日/15日合併
号８面を参照）。

同日の総会では太田委員が医療機関
の経営状況との関連で、2026年度改定
の検討過程において消費税分科会で検
討した際、医療機関ごとの消費税負担
のバラつきの問題に関して検討するよ
う要請した経緯を振り返った。

その上で、「吉田室長からは改定の
議論が一段落したら、できるだけ速や
かに個別の医療機関間での消費税負担
についてバラつきに対応できる診療報
酬上の対応の方法があるかについて議
論する場を作っていくという返事があ
った」と指摘。「ぜひ消費税分科会にお
いて継続して議論する場を設定して、
バラつきの問題を診療報酬によって対
応可能かに関して、より踏み込んだ議
論を早急に始めていただきたい。議論
を深めていただきたい」と求めた。

中医協会長も関心？
厚労省に対応を求める

この予定外の発言を受け城山会長は
「直接このテーマではないが」と前置
きした上で厚労省に対応を要請。出席
していた吉田室長が応じ、これまで補
填状況調査が消費税を８%へ引き上げ
た際、10%へ引き上げた際の対応で収
入面は見ていると説明した。「それを
例えば改定に伴って何か収入側で対応

をリニアに動かしたりとか、そういう
ことはしておりませんので、そういっ
た意味において、今回の（2026年度改
定における）物価対応分の中に相当程
度は消費税対応という要素が入ってい
ると思いますが、そのあたりをどうい
うふうに抽出をするか、そこを考える
のか」という問題意識を示し、「非常に
テクニカルに難しい論点があると思っ
ている」と述べた。

さらに、医療機関の消費税負担にバ
ラつきが生じている点にも言及。「医
療機関間の個別のバラつきという横の
バラつきというものも、いつもご指摘
をいただいている」「その横のばらつき
だけではなくて、同一医療機関におい
て、時系列の中での投資をした時期、
投資をしていない時期といったバラつ
きといったものもある」などと指摘。

「そういった意味で（消費税負担のバラ
つきが）縦横という観点というのは、
非常にこのあたりもどう考えるかとい
ったことを考えなければならない」と
述べ、困難な検討になるとの認識を重
ねて強調した。

〝医療の非課税問題〟を解消へ検討
診療報酬外での対応も俎上か

その上で、「それらを議論した上で、
具体的に診療報酬上の対応なのか、診
療報酬外ということも、この前の議論

の中ではそういったご発言もあり、そ
ういったことも含めて、どういうふう
に対応していくことができるのかとい
う、そういった非常に複雑な論点があ
ると思っている」と説明した。

最後には、「我々、事務局としまし
ても、そういったご議論ができるよう
にという形で準備を進めたいと思って
おります」との方針を明らかにし、議
論開始まで少し時間を要する見通しで
あることも付言。「申し上げたような
論点のほかに、勘案すべきような論点
などあれば、また別の機会にご意見と
していただきたい」とも述べた。

病院経営にとって最大の焦点は〝課
税ゼロ税率〟の実現可否と考えられる
が、議論がどう推移するか注目だ。

さらなる報酬対応の要否を検討へ
〝実調〟をベースに損益状況を調査

同日は、厚労・財務の両大臣合意に
基づき、政府が2027年度の予算案編成
で診療報酬の加減算を含めた調整の要
否などを判断するために実施する調査
の内容も決めた。

大臣合意では、2026年度以降の状況
が2026年度の診療報酬改定の内容を決
定した時点の見通しから大きく変動し、
医療機関などの経営状況に支障が生じ
た場合に、2026年末に向けて政府が予
算案を編成する過程で検討できるよう
調査を実施する旨を決めていた（図表）。

同日の総会では、直前に開催した「調
査実施小委員会」のまとめに沿って診
療報酬改定時に基礎資料とする医療経
済実態調査をベースに実施するとの方
針を決めた。具体的には、◇病院機能
別の損益状況◇入院基本料別の損益状
況◇一般診療所の主たる診療科別の損
益状況◇保険薬局の調剤基本料等別の
損益状況◇ベースアップ評価料の算定
状況別の損益状況―について調べる。

無作為抽出による抽出率は「特定機
能病院、歯科大学病院及びこども病院」
が「１/１」、「その他」は「１/2.5」。調
査票を９月中旬に配布し、回答期限は
11月上旬。調査結果を11月下旬にも報
告するとの方針も決めた。調査は、「ホ
ームページを利用した電子調査方式」
で実施する。

病院団体でも別途調査を検討
「結果が出次第、公表する」

太田委員は、「病院団体も現在、改
定後の病院の経営状況を把握するため、
臨時の調査を今検討している」と明ら
かにした。「できるだけ結果が出次第、
公表したい」との考えも示した。

厚労省保険医療企画室長が表明「横のバラつきだけでなく時系列のバラつきもある」
控除対象外消費税の問題「我々としても議論したい」

中医協総会

医療機関等の経営状況の把握について

➢ 令和８年度診療報酬改定後の医療機関等の経営状況把握をどのように行うか。

⚫ 令和８年度診療報酬改定については、令和９年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調
整を行う可能性があり、令和８年度の医療機関等の経営状況等を把握する必要がある。

⚫ 令和８年度診療報酬改定について（令和７年 月 日大臣折衝事項）より抜粋
１．診療報酬 ＋ ％（令和８年度及び令和９年度の２年度平均。令和８年度＋ ％、令和９年度 ＋ ％）
※１ うち、賃上げ分 ＋ ％（令和８年度及び令和９年度の２年度平均。令和８年度 ＋ ％、令和９年度 ＋ ％）。
※２ うち、物価対応分 ＋ ％（令和８年度及び令和９年度の２年度平均。令和８年度 ＋ ％、令和９年度 ＋ ％）。
※３ うち、食費・光熱水費分 ＋ ％。（入院時の食費基準額の引上げ（40円/食）、光熱水費基準額の引上げ（60円/日））
（中略）
３．診療報酬制度関連事項
① 令和９年度における更なる調整及び令和 年度以降の経済・物価動向等への対応の検討
実際の経済・物価の動向が令和８年度診療報酬改定時の見通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生
じた場合には、上記１．※１～※３（特例的な対応を除く。）について、令和９年度予算編成において加減算を含め
更なる必要な調整を行う。そのために必要な足元の情報を正確に把握するため、令和８年度の医療機関の経営状況等
について調査を実施する。
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厚生労働省の「医療機能情報提供制
度・医療広告等に関する分科会」（尾形
裕也分科会長）は３月26日、住民・患
者が医療機関を適切に選択できるよう
支援する目的で運用している「医療機
能情報提供制度」で、医療機関などに

「医療機関等情報支援システム」
（G-MIS）経由で報告を求める事項と
して新たに「外来医師過多区域」にお
ける「地域で不足する医療機能、医師
不足地域での医療の提供の有無・内容
及び実績、医療法による要請又は勧告
の有無、有の場合提供をしない理由」
などを追加する方針を大筋で了承した。

厚労省は、地域で不足する医療機能
について、◇夜間や休日などの診療◇
学校医・予防接種など公衆衛生に係る
医療の提供―などをあげている。都道
府県において、外来医療に関する協議
の場で協議した上で取りまとめ、公表
するよう求める。

外来医師過多区域については、2025
年末に成立した改正医療法に基づき、
新規開業を希望する医師に対して地域
で不足する医療や、医師が不足してい
る地域での医療提供などを要請した上
で、拒否した場合に保険医療機関とし
ての指定期間を段階的に短縮するなど

の措置を講じる（詳細は全日病ニュー
ス３月１日号７面などを参照）。

同制度で収集した情報は、全国統一
的な情報システム「医療情報ネット」

（ナビイ、2024年４月から運用）で公
表し、住民・患者が閲覧できるように
なる。

同制度で報告を求める事項としては
このほか、「スマートフォンのマイナ
保険証対応の有無」や、予防接種法に
基づく定期接種の対象ワクチン追加に
伴い「RSウイルスワクチン」を追加し、
指定難病に追加された項目も盛り込む。

医療機能情報提供制度の報告率
最高100%、最低11.1%

厚労省は同日、「医療機能情報提供
制度」における都道府県別の定期報告
率（2025年12月１日時点）も報告。最
高は秋田県の100%で、最低は沖縄県
の11.1%と98.9ポイントも差が生じて
いる。報告率が高いのは秋田県のほか
山形県（99.3%）、和歌山県（98.5%）、
愛媛県（98.3%）、岐阜県（96.1%）など。
低 い の は 沖 縄 県 の ほ か 鹿 児 島 県

（21.1%）、 京 都 府（39.7%）、 栃 木 県
（43.8%）など。全国平均は72.4%だっ
た。厚労省は医療機関種別の内訳など

について公表していないが、かなりバ
ラつきがある状況だ（図表）。

この状況について、同分科会の構成
員からは、提供される情報の地域格差
など、不公平感に直結する可能性など
を懸念する声があがった。

認定NPO法人ささえあい医療人権
センターCOML理事長の山口育子構
成員は、報告が法律により義務づけら
れている中で報告率にかなりの差が生
じている状況への対応を質問。厚労省
は、G-MISに関する浸透が不十分との
認識を示し、操作マニュアルやQ&A
の整備、日本医師会などと連携した自
治体・郡市区医師会などへの周知活動
を通じて報告率の向上を図る考えを示
した。また、同様にG-MISを用いる「か
かりつけ医機能報告制度」が始まって
いることにも言及し、併せて普及・啓
発に取り組むとの姿勢も示した。

医療広告等ガイドラインを改正へ
オンライン診療受診施設などを追加

同日は、「医業若しくは歯科医業又
は病院若しくは診療所に関する広告等
に関する指針」（医療広告等ガイドライ
ン）と同Q&Aを改正するとの方針も
大筋で了承した。厚労省が春ごろをめ

どに公表する。
新たに追加する項目は、改正医療法

で規定する「オンライン診療受診施設」
に関する広告の関連が主な内容。基本
的な考え方として「オンライン診療受
診施設そのものが医療を提供するもの
ではない点について誤認を与えること
のないように明示する必要がある」な
どの記載を盛り込む。同Q&Aでは、

「オンライン診療受診施設が医療を提
供するものではない旨を、医療を受け
る者が理解できる方法により明示」の
方法に関して、次の３点を具体例とし
て示す方向で調整する。
§	 オンライン診療受診施設が医療を提
供するものではない旨を明示する
	 例①：	「オンライン診療は、当施設

が提供するものではなく、○
○医療機関と連携して実施し
ております」

	 例②：	「この施設は医療機関ではな
く、○○医療機関が診療を行
うものです」

§	 医療機関が診療を行うことを明示す
る例：「この施設では、提携する×
×診療所（の医師）が診療を行いま
す（なお、「△△医師が診療を行って
います」のみでは、診療所が診療を
行っている場合と判別できないため、
不十分です）

オンライン診療受診施設に関する広
告の定義としては、以下の３点すべて
に該当する場合と示した。

①患者の、オンライン診療受診施設で
のオンライン診療の受診等を誘引す
る意図があること（誘引性）
②オンライン診療受診施設の名称が特
定可能であること（特定性）
③医業若しくは歯科医業又は病院若し
くは診療所に関する内容ではなく、
オンライン診療受診施設に関する内
容であること

医療広告関連のネットパトロール
AIを活用し業務プロセスなど改善

同日の分科会では、厚労省が医療広
告規制などに違反していないかを監視
しているシステムの状況についても報
告した。最新の状況として、AIを活
用し、能動的な監視における業務のう
ち、「キーワード設定・検索～内部レ
ビュー」までの作業時間がこれま3.95
時間程度だったのを1.76時間まで短縮
するなどの効率化を図っている状況も
示した。違反の関係では、「Instagram」
や「TikTok」で「治療等の前又は後の
写真等（ビフォーアフター）」が最も多
く確認されている状況も共有した。

医療機能情報提供制度で、厚労省
外来医師過多区域での医療の提供などについて報告・公表へ

医療機能情報・医療広告等分科会

医療機能情報提供制度における令和６年度定期報告率について

○ 令和６年度定期報告率（病院、診療所、歯科診療所及び助産所の合計）は、全国平均 となっている。

（令和７年 月１日時点）

分子：報告機関または都道府県等が定期報告ボタンを使用して報告した数（ステータスが報告済・再報告済・確認完了済となっている報告機関）

分母：定期報告ボタンを使用して報告することが可能な報告機関数

※データの抽出時点により、届出上廃止されている医療機関等が含まれる可能性がある。

都道府県 報告完了率 都道府県 報告完了率 都道府県 報告完了率 都道府県 報告完了率
北海道 東京都 滋賀県 香川県

青森県 神奈川県 京都府 愛媛県

岩手県 新潟県 大阪府 高知県
宮城県 富山県 兵庫県 福岡県

秋田県 石川県 奈良県 佐賀県

山形県 福井県 和歌山県 長崎県

福島県 山梨県 鳥取県 熊本県
茨城県 長野県 島根県 大分県

栃木県 岐阜県 岡山県 宮崎県

群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県

埼玉県 愛知県 山口県 沖縄県
千葉県 三重県 徳島県 全国平均
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全日病など四病院団体協議会を構成
する各団体や日本医師会などの医療関
係団体は４月10日、中東情勢の影響を
受ける可能性がある医療物資などの確
保に関する情報交換として厚生労働省
の上野賢一郎大臣と面会した。

面会の冒頭のみ報道関係者らに公開。
上野厚労相は、「医療機器等について
直ちに供給が滞る状況ではないと承知
している」との認識を示した上で、「当
面の必要量に見合う量のみ発注するな
ど適切な対応をお願いする」と述べた。

同日からEMISによる情報収集を開
始する旨も説明し、「積極的に厚労省
に情報をお寄せいただけるよう、周知

をお願いしたい」と求めた。
厚労省によると、同面会は上野厚労

相の希望で実現した。
全日病の神野正博会長は面会後に

「全日病ニュース」の取材に応じ、「医
療物資や医薬品が実質的に足りなくな
るような事態が生じなくても、価格は
上昇する可能性が高く、大変心配して
いる」と懸念を表明。「物資の不足に備
えて医療機関同士で融通し合う仕組み
作りなど、先手先手で対策を講じる必
要もあるが、物価上昇を想定し、この
機会に物価連動型の診療報酬改定のあ
り方などを検討すべきではないか」と
の考えも示した。

同日の面会に出席したのは、全日病、
日医のほか、日本病院会、日本医療法
人協会、日本精神科病院協会、日本歯
科医師会、日本薬剤師会の各会長ら。

神野会長は３月18日の提言書に
R-SUDに関する内容も盛り込み提出

神野会長は同日、上野厚労相に対し
３月18日に提出した提言書で訴えた４
項目に「再製造医療機器（R-SUD）」に
関する内容を新たに盛り込んで再提出。
現在の単回使用医療機器が主流の状況
から、医療機器製造販売業者の責任の
もとで適切に分解、洗浄、部品交換、

再組立て、滅菌等の工程を経て再使用
を可能とするR-SUDへの移行を見据
えた検討を要請。諸外国の動向も踏ま
えながら「対象範囲の拡大および安全
性・有効性に関する検証を推進すべき」
と訴えた（３月18日の提言書について
は全日病ニュース４月１日号１面を参
照）。

約1.3万の病院等から情報収集も開始
人員体制も倍に強化

厚労省は、中東情勢の影響を受ける

可能性がある医薬品、医療機器、医療
物資などの確保に向け、４月２日には
情報提供窓口を設置。同３日には定点
観測の医療機関を「６」から「65」に急
拡大。同７日には126へさらに積み増
した。

医療機関向けの対応としては人員を
12名から倍の24名に増員し、定点観測
医療機関に直接問い合わせるなど、詳
細な状況を把握するための調査体制な
どを強化した。

厚労省は４月10日からEMISを用いた情報収集も開始
医療関係物資の確保をめぐり厚生労働大臣と面会

全日病など医療関係団体

2025年度　第12回常任理事会の抄録　３月14日

【主な協議事項】
●�正会員として以下の入会を承認した。
北海道　　医療法人社団履信会りし

ん会整形外科病院
	 理事長　　井本　憲志
岩手県　　社団医療法人西城病院一

関西城病院
	 理事長　　佐藤　隆次
東京都　　医療法人社団浩央会国立

さくら病院
	 理事長　　中村　　陽
愛知県　　医療法人清須呼吸器疾患

研究会はるひ呼吸器病院
	 理事長　　齊藤　雄二
退会が６件あり、結果、在籍正会員

数は合計2,591会員となった。
●�準会員として以下の入会を承認した。
東京都　　�医療法人徳洲会TIMC 

TOKYO
	 院　長　　浅原　孝之
退会が１件あり、結果、在籍準会員

数は合計183会員となった。
●�医療保険・診療報酬委員会、医療事
務技能審査委員会、医師事務作業補
助技能認定委員会への委員の追加に
ついて審議の結果、承認され、次回
の理事会へ提出することとした。
　・�新委員：�猪口　雄二

（�医療法人財団寿康会寿
康会病院理事長）

●�人間ドック実施指定施設の申請につ
いて説明があり、審議の結果、満場
一致で可決確定した。
＜人間ドック＞

和歌山県　医療法人有紀会さとう内
科

	 理事長　　佐藤　晋一
広島県　　医療法人社団啓卯会村上

記念病院
	 理事長　　山邉　高司
静岡県　　医療法人弘遠会すずかけ

セントラル病院
	 理事長　　竹下　　力
静岡県　　医療法人豊岡会浜松とよ

おか病院
	 院　長　　麦谷　荘一
人間ドック実施指定施設は合計468

施設となった。
●�群馬県支部事務局の変更について審
議の結果、承認され、次回の理事会
へ提出することとした。
●�群馬県支部事務局業務委託覚書の変
更について審議の結果、承認され次
回の理事会へ提出することとした。
●�一般社団法人日本臨床衛生検査技師
会『病院臨床検査室技師長の「業務
改善力・企画提案力向上」に向けた
新規事業』への協力依頼について説
明があり審議の結果、満場一致で可
決確定した。
●その他
・�厚生労働省「病床数適正化緊急支援

事業」の実施要綱案について情報提
供が行われた。

・�中東情勢の悪化による燃料費、医療
材料費等の高騰に関し、早急な対応
を求める政策提言書を厚生労働大臣
へ提出することについて説明があり

審議の結果、満場一致で可決確定し
た。

【主な報告事項】
●審議会等の報告
「中央社会保険医療協議会の総会」

について報告があり、質疑が行われた。
「医師養成過程を通じた医師の偏在

対策等に関する検討会」について報告
があり、質疑が行われた。
「地域医療構想及び医療計画等に関

する検討会」について報告があり、質
疑が行われた。
「社会保障審議会・医療部会」につ

いて報告があり、質疑が行われた。
「厚生科学審議会がん登録部会」に

ついて報告があり、質疑が行われた。
「医道審議会保健師助産師看護師分

科会看護師特定行為・研修部会」につ
いて報告があり、質疑が行われた。
「救急救命処置の在り方に関する検

討会」について報告があり、質疑が行
われた。
「科学的介護情報システム（LIFE）の

あり方検討会」について報告があり、
質疑が行われた。
●病院機能評価の審査結果について
□主たる機能（～順不同）
【３rdG：Ver.3.0】
◎一般病院１
岡山県　　倉敷紀念病院
大分県　　川嶌整形外科病院
大阪府　　友愛会病院
大阪府　　摂津ひかり病院

福岡県　　長田病院
熊本県　　山鹿中央病院
◎一般病院２
茨城県　　協和中央病院
千葉県　　鎌ヶ谷総合病院
佐賀県　　新武雄病院
◎リハビリテーション病院
愛知県　　小牧ようてい記念病院
北海道　　札幌渓仁会リハビリテー

ション病院
東京都　　初台リハビリテーション

病院
◎慢性期病院
埼玉県　　上尾中央第二病院
神奈川県　赤枝病院
2026年２月６日現在の認定病院は合

計2,180病院。そのうち本会会員は922
病院と、会員病院の35.6%、全認定病
院の42.3%を占めている。
●厚生労働省、日医、各団体報告につ

いて
一般社団法人日本専門医機構理事会

（第21回）の報告が行われた。

【主な討議事項】
●「総合診療科」の標榜化に向けた要

望書への賛同のお願いについて
一般社団法人日本プライマリ・ケア

連合学会の草場鉄周理事長、前野哲博
副理事長より総合診療科の標榜化に関
する経緯と、これまでの取り組みにつ
いて説明があり、討議した。

医療機関の業務効率化や勤務環境の
改善などを支援する項目を地域医療介
護総合確保基金に位置づけるなど、大
きく11項目の見直しを盛り込んだ「健
康保険法等の一部を改正する法律案」

（健康保険法等改正案）の審議が国会
で始まった（施行日などについては全

日病ニュース４月１日号４面参照）。
４月９日、衆議院本会議で審議に入

った。厚生労働省の上野賢一郎大臣が
趣旨説明後は、高市早苗首相も質疑に
応じ、持続可能な社会保障制度の実現
について「人口減少、少子高齢化が進
む中、社会保障制度を次世代に引き継

いでいくためには、不断の改革努力が
必要」と指摘。その上で、「必要な保険
給付などを適切に行い、世代間や世代
内での負担の公平性を確保するととも
に、限られた財源、および医療資源を
効率的に活用することを目的として本
法案を提出した。将来にわたって国民

の皆様が安心して医療を受けられる基
盤を堅持してまいります」と述べた。

主な内容は、医療機関の業務効率化・
勤務環境の改善のほか◇OTC医薬品
との代替性が高い薬剤の一部を保険給
付外とする制度を創設◇後期高齢者医
療制度における金融所得を反映した保
険料の算定―など11項目。

医療機関の業務効率化・勤務環境改善に対する支援など11項目
「健康保険法等改正案」の審議、衆院で始まる

国会

起立して面会冒頭で挨拶する上野厚労相（右）
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■ 現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病ホームページを参照）
研修会名（定員） 期日【会場】 参加費 会員（会員以外）（税込） 備考

【新】
病院経営アドバンスト研修
� 100名

2026年�６月20日（土）13:00～17:00�
７月11日（土）13:00～16:00 � 22,000円（税込）

病院経営に関わる病院幹部である副院長や、各部門の
責任者である診療部長・医長、看護部長、副看護部長、
コメディカル部門長、事務長、法人本部の管理者など
を対象にする研修として新規開講する。病院経営に有
効な医療政策の動向やその時々に注目されている経営
管理手法、さらに、病院経営管理者研修で整理された
医療業界に共通する課題の解決方法などを計２回の会
合で把握できるよう構成する。本研修を受講すると、
病院経営士や病院管理士、看護管理士の認定更新の要
件を満たすことができるが、認定更新を希望の場合、
８月末までに本講座の内容に関するレポートを提出す
る必要がある。

医療安全管理者養成課程講習会
� （全３クール）
� 140名

【全員共通】Web講義
第１クール
� 2026年６月27日（土）９:00〜18:35
� 28日（日）９:00〜18:35
第２クール
� 2026年７月17日（金）９:00〜18:05
� 18日（土）９:00〜17:35

【日程選択】対面演習
第３クール
　①2026年10月３日（土）・４日（日）
　②2026年11月28日（土）・29日（日）
　［１日目］10:00〜18:00、
　［２日目］９:00〜17:00
　※①②ともに開催時間、内容ともに同じ。
　場所：�全日病　大会議室�

（�東京都千代田区神田三崎町�
１-４-17　東洋ビル11F）

� 99,286円（133,397円）（税込）

全日病と日本医療法人協会（医法協）が共催する、厚
労省の「医療安全管理者の業務指針および養成のため
の研修プログラム作成指針」に則ったプログラム。医
療現場に精通している講師陣による医療安全管理者に
とって必要な幅広い知識を学ぶ４日間の講義と、医療
事故などの根本原因を分析して再発を防止する手法
や、起こり得る医療事故などを予測して未然に防止す
る手法に関するグループワークなどに取り組む２日間
の演習で構成。修了者には、「医療安全対策加算にお
ける施設基準」の「医療安全対策に係る適切な研修」を
受講した証明証を授与する。全日病及び医法協の会員
病院職員は、会員価格で受講可能。

特定保健指導実施者
経験者研修
� 60名

2026年７月４日（土）10:00～17:30 � 22,000円（33,000円）（税込）

厚労省の「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６
年版）」に記載されている「健診・保健指導の研修ガイ
ドライン」に沿った研修。保健指導経験年数３年以上
の医師・保健師・管理栄養士・歯科医師を対象とする。
なお、本研修は全日病が交付する「全日病保健指導士
（AJHAヘルスマネージャー）」及び「AJHAヘルスマ
ネージャー（食生活改善指導担当者）」の継続更新に
必要な単位（２単位）に該当する。

医療DX人材育成プログラム
� 150医療機関（最大450名）

2026年７月９日（木）～11月26日（木）
【全10回、木曜日13:00～15:30開催】
第１回 　７月９日  　総論
第２回 　７月23日 　国の政策
第３回 　８月６日  　電子カルテ
第４回 　８月20日 　セキュリティー
第５回 　９月10日 　共通基盤とファイル共有
第６回 　９月24日 　モバイル
第７回 　10月15日　生成AI
第８回 　10月29日　データ活用
第９回 　11月12日　コマンドセンター
第10回　11月26日　地域医療、総括

１医療機関あたり
�250,000円（500,000円）（税込）
� ※１医療機関３名まで受講可

2023年度から始まった本プログラム、本年度は
2026年度の診療報酬改定で医療DXが「構想」から
「実装」の段階へと移行したことを受け、医療DX推進
の要となる人材「コンダクター」の育成や生成AI、ク
ラウドを活用する業務の効率化・高度化など、医療現
場における実装・運用力の習得を目指す内容で構成。
全10回のうち８回以上出席し、確認テストに３回合
格した受講者に対し「全日本病院協会認定　医療DX
責任者」として認定し、「修了証」を授与する。厚生労
働省の人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング
支援コース」の対象講座となっており、申請条件を満
たせば研修費用を大幅に軽減できる。

病院経営士・
病院管理士・看護管理士
フォローアップ研修会
� 100名

2026年7月11日（土）13:00～16:00
� Zoom研修 � 5,500円（税込）

病院経営士、病院管理士、看護管理士、看護部門長研
修受講修了者を優先的に対象者とするオンライン研修
会。病院経営管理者研修の受講者が研修の中で立案し
た今日的課題の解決方法を発表し、参加者と討議する
内容を予定。自院の経営改革に関する着眼点などを共
有しつつ、他院における課題解決策を収集することも
できる。

病院部門責任者研修
� 48名

2026年８月〜11月
　全４講座（６日間） �198,000円（253,000円）（税込）

医療・介護施設における各部門を、高いレベルで運営
できる状態を目指す研修。看護部門の看護師長や主任、
訪問看護ステーションの所長、コメディカル部門の責
任者、事務部門（事務・総務・医事・経理）の責任者、
介護施設の管理者等を対象に、当該部門が置かれてい
る内外環境の動向を踏まえて、将来においてどのよう
な運営をすべきかという構想を練る。部門で発生して
いる問題を抽出して、背景を整理した上で原因を多面
的・論理的に分析して解決の道筋を立てる。

第48回ハワイ研修旅行
　成田発着� 60名
　関空発着� 40名
　福岡発着� 20名

2026年10月29日（木）
～11月３日（火・祝）
　４泊６日

大人１人あたり
成田発着　358,000円（空港諸税込）
関空発着　393,000円（同）
福岡発着　398,000円（同）
※�燃油サーチャージが別途必要�
（３月31日時点で32,000～33,100円）

今回で48回目となるハワイ研修旅行。現地の日本人
ドクター・看護師らによる米国の医療事情に関する全
体セミナーのほか、施設視察かBLS研修かを選ぶ選
択式研修、夕食懇親会も予定している。ホノルル滞在
期間中の10/31（土）はハロウィンで、例年複数のイ
ベント開催が予定されているなど、多彩な体験も可能。


